
第213号 （４）鎌 ケ 谷 市 議 会 だ よ り

各
会
派
の
代
表
者
が
市
長
の
提
出

議
案
（
12
月
会
議
）
に
対
し
て
、

質
疑
し
ま
し
た
　
　
　
　
　
　
　

議
案
に
対
す
る
質
疑

議
案
に
対
す
る
質
疑

令和８年２月15日

（お知らせ）次の議会だよりは、５月15日（金）発行予定です

　　

　　

　　

　　　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政

友

会
針
貝
　
和
幸

未

来

会

議
伊
藤
　
　
仁

公

明

党
矢
崎
　
　
悟

○
議
案
第
１
号

問　

自
己
啓
発
等
休
業
に
お
け
る

能
力
開
発
と
国
際
貢
献
活
動
の
具

体
的
な
内
容
を
伺
い
ま
す
。

答　

能
力
開
発
と
は
、
国
内
外
の

大
学
等
の
課
程
を
履
修
し
公
務
能

力
の
向
上
に
資
す
る
新
た
な
知
識

を
習
得
す
る
こ
と
で
す
。

　

国
際
貢
献
活
動
と
は
、
公
務
を

取
り
巻
く
社
会
環
境
の
変
化
に
対

応
で
き
る
よ
う
、
独
立
行
政
法
人

国
際
協
力
機
構
、
通
称
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

が
行
う
青
年
海
外
協
力
隊
な
ど
、

開
発
途
上
地
域
の
奉
仕
活
動
等
に

参
加
す
る
こ
と
で
す
。
職
務
復
帰

後
の
市
職
員
に
は
休
業
中
に
得
た

知
識
や
経
験
を
生
か
し
、
職
場
で

の
さ
ら
な
る
活
躍
を
期
待
し
ま
す
。

○
議
案
第
６
号

問　

利
用
時
間
を
延
長
し
た
理
由

と
効
果
を
伺
い
ま
す
。

答　

市
営
陸
上
競
技
場
の
夏
季
期

間
の
早
朝
利
用
は
、
日
中
を
避
け

〇
議
案
第
４
号

問　

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
お

け
る
給
付
制
度
の
概
要
を
伺
い
ま

す
。

答　

乳
児
等
通
園
支
援
制
度
の
利

用
者
に
対
し
て
公
費
で
費
用
の
一

部
を
給
付
す
る
仕
組
み
で
す
。
利

用
対
象
児
は
保
育
所
等
を
利
用
し

て
い
な
い
生
後
６
か
月
か
ら
満
３

よ
り
多
く
の
市
民
が
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

夏
季
期
間
の
夜
間
利
用
は
、
令

和
６
年
度
に
ス
ポ
ー
ツ
施
設
指
定

管
理
者
か
ら
時
間
延
長
に
関
す
る

申
出
を
受
け
、
２
時
間
延
長
し
た

午
後
７
時
ま
で
利
用
で
き
る
暫
定

措
置
を
と
っ
て
い
ま
す
の
で
、
併

せ
て
条
例
に
位
置
づ
け
ま
す
。

　

市
営
庭
球
場
は
夏
季
期
間
の
早

朝
及
び
夜
間
利
用
は
可
能
で
し
た

が
、
夏
季
期
間
以
外
の
早
朝
の
利

用
時
間
を
拡
大
し
ま
す
。

　

効
果
と
し
て
、
市
営
陸
上
競
場

の
夏
季
期
間
の
早
朝
及
び
夜
間
利

用
は
、
日
中
の
暑
い
時
間
帯
を
避

け
て
活
動
で
き
、
就
業
、
就
学
の

前
後
の
活
用
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
市
営
庭
球
場
の
夏
季
期
間

以
外
の
利
用
は
、
早
朝
の
時
間
帯

を
設
け
る
こ
と
で
予
約
枠
が
拡
大

し
、
利
用
者
の
利
便
性
が
向
上
し

ま
す
。

○
議
案
第
５
号

問　

建
築
基
準
法
施
行
令
の
改
正

に
よ
る
本
市
の
空
き
家
対
策
に
対

す
る
影
響
を
伺
い
ま
す
。

答　

現
行
規
定
に
適
合
し
て
い
な

い
建
築
物
の
大
規
模
な
修
繕
や
模

様
替
え
を
行
う
際
、
現
行
基
準
適

○
議
案
第
７
号

問　

水
質
調
査
項
目
に
Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ

Ｓ
等
の
追
加
項
目
は
入
る
の
か
伺

い
ま
す
。

答　

Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
は
、
市
が
実
施

し
た
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
血
液
検
査
を
受
け

た
者
か
ら
血
液
１
㎖
当
た
り
平
均

で
63
・
３
ng
、
最
大
で
172
・
３
ng
と

ほ
か
と
比
較
し
て
高
い
値
が
検
出

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
血
液
検
査

を
受
け
た
者
が
飲
用
し
て
い
た
井

戸
水
に
つ
い
て
試
験
的
に
Ｐ
Ｆ
Ｈ

　市議会は、伊藤仁議員の税金の滞納をはじめと
する、市民からの信頼を著しく失墜させ、市議会の
品位を損なう行為に対し、伊藤仁議員の責任を強
く問うため、問責決議を全会一致で可決しました。

問責決議の内容
　市議会議員は、市民から負託を受けた立場と職
責の重さを十分に認識するとともに、法令を遵守
し、良識を持って市民の模範となることが求めら
れている。
　鎌ケ谷市政治倫理条例には、市民の信頼に値す
る倫理性を自覚し、市民に対し、自らその高潔性を
明らかにすることを議員の責務として定めている。
　しかしながら、議会の中で事情聴取したところ
伊藤仁議員は、これらを遵守すべき立場にありな
がら、令和６年度及び令和７年度において、自動
車税、軽自動車税、市県民税、固定資産税、介護
保険料の一部又は全部を滞納していたことにより
本市等から督促状などの通知を再三受けていたに
もかかわらず納付義務を果たさず、また、納付相
談などの適切な対応もとらないまま滞納を続け、
議員報酬の差押通知を受けていたことが分かった。
　伊藤仁議員は、これまでも令和６年度の政務活
動費に対する住民監査請求が提出されたことを契
機とし、当該年度の政務活動費の一部を自ら返還
する事態となり、議長から書面による厳重注意を
受けたところである。
　伊藤仁議員の度重なるこれらの行為は、市民か
らの負託を受けた議員としての自覚に欠ける行為
であるとともに、本市議会の品位を損ない、市民
の信頼を著しく失墜させるものであり、道義的に
も、倫理的にもその責任は極めて重く、誠に遺憾
であり、断じて容認できないものである。
　よって、本市議会は、本件を厳粛に受け止め、
ここに伊藤仁議員に対して、猛省を促すとともに、
市議会議員としてしかるべき責任を強く問うもの
である。
　以上、決議する。

令和７年12月12日　　　　
千葉県鎌ケ谷市議会

合
義
務
の
緩
和
措
置
に
屋
根
、
外

壁
、
軒
裏
の
防
耐
火
性
能
に
関
す

る
新
た
な
規
定
が
追
加
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
建
築
主
の
負
担
が
軽

減
さ
れ
、
空
き
家
の
発
生
予
防
及

び
解
消
に
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。

ｘ
Ｓ
を
項
目
に
加
え
て
水
質
調
査

を
実
施
し
ま
し
た
。
今
後
も
血
液

検
査
を
受
け
た
者
の
井
戸
水
の
水

質
調
査
に
は
、
試
験
的
に
Ｐ
Ｆ
Ｈ

ｘ
Ｓ
を
項
目
に
加
え
る
予
定
で
す
。

Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
は
健
康
影
響
へ
の
リ

ス
ク
な
ど
に
つ
い
て
不
明
な
点
が

多
く
、
国
に
よ
る
基
準
も
設
定
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
引
き
続

き
国
等
の
動
向
を
注
視
し
、
状
況

に
応
じ
て
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

立

憲

民

主

党
津
久
井
　
清
氏

歳
未
満
児
で
す
が
、
給
付
を
受
け

る
に
は
、
市
か
ら
給
付
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
認
定
を

受
け
た
子
ど
も
が
乳
児
等
通
園
支

援
を
利
用
し
た
際
は
、
利
用
し
た

時
間
に
応
じ
国
が
定
め
る
基
準
に

よ
り
算
定
し
た
１
時
間
当
た
り
の

乳
児
等
通
園
費
用
に
要
す
る
額
を

市
か
ら
直
接
施
設
へ
支
払
い
ま
す
。

　
「
子
ど
も
議
会
」
で
は
、
小
学
生
が
議
員
と

し
て
登
壇
し
、
市
職
員
に
対
し
、
市
指
定
文
化

財
の
鎌
ケ
谷
大
仏
の
Ｐ
Ｒ
や
学
校
給
食
な
ど

様
々
な
質
問
が
活
発
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

○
議
案
第
３
号

問　

新
た
に
創
設
さ
れ
た
就
労
選

択
支
援
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　

障
が
い
者
の
就
労
能
力
や
適

性
な
ど
は
、
現
在
も
就
労
系
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
開
始
す

る
段
階
で
把
握
し
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
働
き
方
や
就

労
先
の
選
択
に
結
び
つ
か
な
い
な

ど
の
課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
新
た

に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
サ
ー
ビ
ス

の
内
容
は
、
本
人
が
就
労
能
力
や

適
性
を
客
観
的
に
評
価
し
て
強
み

や
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
就
労
に

当
た
り
必
要
な
支
援
や
配
慮
を
整

理
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
就
労
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
活
用
し
、
本
人
と

協
同
で
、
本
人
へ
の
情
報
提
供
、

作
業
場
面
等
の
状
況
把
握
、
多
機

関
連
携
に
よ
る
ケ
ー
ス
会
議
、
ア

セ
ス
メ
ン
ト
結
果
の
作
成
を
行
い

ま
す
。
そ
の
結
果
を
本
人
へ
フ
ィ

ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
一
緒
に
将
来
の

働
き
方
な
ど
を
考
え
、
必
要
に
応

じ
て
事
業
者
と
連
絡
調
整
を
行
い

ま
す
。

議案番号等 件　　　　　　　名 審議結果
議案第１号 鎌ケ谷市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第２号 公の施設の使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 原案可決 賛成多数
議案第３号 鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第４号 鎌ケ谷市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第５号 鎌ケ谷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第６号 鎌ケ谷市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第７号 令和７年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第６号） 原案可決 全会一致
議案第８号 令和７年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 全会一致
議案第９号 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校校舎外壁・屋上防水改修工事請負契約の締結について 同　　意 全会一致

議案第10号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務
の一部廃止及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について 原案可決 全会一致

議案第11号 鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数
議案第12号 鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数

議案第13号 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例及び鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第14号 鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第15号 令和７年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第７号） 原案可決 賛成多数
議案第16号 令和７年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 全会一致
議案第17号 令和７年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 全会一致
議案第18号 令和７年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決 全会一致
発議案第１号 鎌ケ谷市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬及び期末手当の特例に関する条例の制定について 原案可決 全会一致
発議案第２号 伊藤仁議員に対する問責決議 原案可決 全会一致
陳情7-12-1 保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書提出を求める陳情書 不 採 択 賛成少数
陳情7-12-2 職員団体の組合費給与天引き（チェックオフ）手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情 不 採 択 賛成なし

令和７年12月会議の審議結果一覧

議案番号等 件　　　　　　　名 審議結果
議案第１号 令和７年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第８号） 原案可決 全会一致

令和８年１月会議の審議結果一覧

※12月会議の審議の詳細な内容については、２月中旬に市議会ホームページに掲載される会議録をご覧ください。（１月会議の掲載時期は未定です。）

伊藤仁議員に対する問責決議を
可決しました

子
ど
も
議
会
が

子
ど
も
議
会
が
　　

開
催
さ
れ
ま
し
た

開
催
さ
れ
ま
し
た

子
ど
も
議
会
が

子
ど
も
議
会
が
　　

開
催
さ
れ
ま
し
た

開
催
さ
れ
ま
し
た

子
ど
も
議
会
が
　

開
催
さ
れ
ま
し
た

未
来
会
議
所
属
議
員
の

脱
会
等
に
つ
い
て
　
　

　
「
未
来
会
議
」
所
属
の
伊
藤
仁
議
員
が

令
和
８
年
１
月
16
日
付
け
で
会
派
を
脱
会

し
、
新
た
に
「
魅
力
あ
る
鎌
ケ
谷
」
を
結

成
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
議
会
運
営

委
員
会
委
員
を
辞
任
し
ま
し
た
。
ま
た
、

「
未
来
会
議
」の
名
称
が
同
日
付
け
で「
新

し
い
鎌
ケ
谷
」
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。 （（11//2222））（1/22）

議長議長

副議長副議長


